
 

令和８年度 歯科医療提供体制構築支援事業 公募要領 

 

１ 総則 

本要領は、別添「歯科医療提供体制構築推進・支援事業実施要綱」（以下

「実施要綱」という。）に基づき、歯科医療提供体制構築支援事業を実施する

団体を選定することとし、以下の要領で公募する。応募のあった事業について

は、「歯科医療提供体制構築支援事業評価委員会」(以下、「評価委員会」と

いう。)に諮り、採択の可否等を決定することとしている。 

なお、本公募は事業実施期間を十分確保するため、令和８年度予算案に基づ

き、予算成立前に公募を行っているため、採択・執行に当たっては、国会での

令和８年度予算の成立が前提となるため、今後、事業内容や実施時期等に変更

があり得ることを留意の上、応募されたい。 

 

２ 応募可能な事業の実施主体（応募主体） 

（１） 都道府県、市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。) 

（２） 社会福祉法人、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人、医療法人、 

学校法人、大学法人、国公立及び私立大学、その他厚生労働大臣が認め

た法人等（法人格を有する団体であること） 

 

３ 事業内容 

歯科医療提供体制の構築促進のため、各地域の課題解決に向けて実施する事

業に必要な経費について15主体程度を採択し、支援を行う。但し、都道府県、

市町村又は特別区（以下、「都道府県等」という。）が歯科医療提供体制構築

のために、現在及び将来の課題を踏まえ検討された推進方策や推進に資する事

業とする。 

また、本事業を効果的に実施するために、地域の歯科医療関係者や都道府県

等行政関係者と連携し、地域に展開・活用できるような体制で実施するととも

に、PDCAサイクルに沿って行うものとする。 

 事業のテーマ例としては以下のとおり。 

 ① 歯科医療機関の機能分化・連携の推進 

例：無歯科医地区等における歯科医療確保対策、歯科医師育成支援 

 ② 病院歯科等への役割の明確化・病診連携の推進 

例：地域の歯科診療所との連携（後方支援機能）、リハビリテーショ

ン・口腔・栄養連携推進 

 ③ かかりつけの歯科医師の機能強化 

例：地域においてかかりつけの歯科医師が診るべき患者であって特に

注意を有する者（妊婦等）や現状において十分に対応が行われて



 

いない口腔機能低下症・口腔機能発達不全症の患者等に対する知

識・技術を習得するための研修 

 ④ 外来における医科歯科連携・多職種連携の推進 

⑤ 障害児・者への歯科医療提供体制の構築 

 ⑥ その他地域特性を踏まえた歯科医療提供体制構築に資するテーマ 

 

４ 補助基準額等 

本事業に係る補助金の交付については、予算の範囲内において、補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）及び厚

生労働省所管補助金等交付規則（平成12年厚生省・労働省令第6号）の規定に

よるほか、別に定める「医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費

補助金交付要綱」の定めるところにより交付する。 

本事業の事業に係る補助金の交付については、事業の実施にそれぞれ必要な

以下の経費に限るが、最終的な経費については、「医療施設運営費等補助金及

び中毒情報基盤整備事業費補助金交付要綱」の定めるところによる。 

なお、各事業の交付額の合計額がこの補助金の予算額を超える場合には、必

要な調整を行うものとする。 

 

（経 費）職員諸手当（非常勤）、非常勤職員手当、諸謝金、旅費、備品費 

消耗品費、印刷製本費、借料及び損料、会議費、通信運搬費、雑 

役務費、社会保険料（非常勤）、委託費 

（補助率）１／２相当定額 

（基準額）9,500,000円（上限額）  

 

５ 事業期間 

厚生労働省において事業の採択を決定した日から令和９年３月31日（水） 

 

６ 提出書類  

次の書類を作成し、以下「７ 提出方法」に示す応募方法により提出するこ

と。 

なお、提出にあたっては、全てＡ４用紙片面印刷とすること。 

 

（１）歯科医療提供体制構築支援事業の実施に係る次の書類 

ア 令和８年度歯科医療提供体制構築支援事業への応募について（別紙１） 

イ 令和８年度歯科医療提供体制構築支援事業国庫補助協議額調書（別紙２） 

ウ 事業実施計画書（別紙３） 



 

エ 事業の実施体制（別紙４） 

オ 所要額内訳書（別紙５） 

カ 委託料の見積書（写）（委託料を計上している場合）（様式なし） 

キ 事業実施スケジュール表（年間）（様式なし） 

ク 人件費、報償費及び旅費の支給基準（写）（法人の内規）（様式なし） 

ケ 保険料納付に係る申立書（別紙６） 

コ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する次の認定の有無（認定を

受けている場合にはその通知書（写）） 

  ① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定（え

るぼし認定企業） 

  ② 次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん認定企業・プラ

チナくるみん認定企業） 

  ③ 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定（ユースエール認

定企業） 

 

（２）法人の概要、活動状況に係る次の書類 【都道府県等は提出不要】 

ア 定款又は寄附行為（様式なし） 

イ 役員名簿（別紙７） 

ウ 法人の概況書（別紙８） 

エ 理事会等で承認を得た直近の事業実績報告書 

※ 冊子による提出は不可。（分量が多い場合は、法人の事業実績等

を記した主要部分の抜粋のみで可） 

 

（３）法人の経理状況に係る次の書類 【都道府県等は提出不要】 

ア 理事会等で承認を得た直近の収入支出予算書抄本（様式なし） 

イ 理事会等で承認を得た直近の財務諸表(貸借対照表、収支計算書、財

産目録)、監事等による監査結果報告書（写）（様式なし） 

 

７ 提出方法 

（１） 都道府県は、提出書類を、提出期限までに厚生労働省に郵送すること。

なお、提出先及び問い合わせ先は、次のとおりとする。 

 



 

＜提出先・問い合わせ先＞ 

〒１００－８９１６ 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

厚生労働省 医政局歯科保健課 総務係 

電話：03-5253-1111（内線2583） 

FAX ：03-3595-8687 

 

＜電子媒体送付先アドレス＞ 

shikahoken@mhlw.go.jp 

 

（２） 書類については、６（１）の書類を３部（正本１部、副本２部とし、

副本２部については応募した団体名がわかる文字や図案等を入れていな

いものとすること。）、その他の書類は１部を郵送にて提出すること。 

また、提出書類のうち、６（１）の書類については、書類の提出と併

せて、書類一式をPDFファイルとしたものを上記アドレスにメールで送

付すること。（送付する際はメールの件名は「【団体名】令和８年度歯

科医療提供体制構築支援事業」とすること。） 

 

（３） 都道府県以外の実施主体の提出書類の提出は、都道府県を経由し、厚

生労働省に郵送すること。 

また、提出書類のうち、６（１）の書類については、書類の提出と併

せて、書類一式をPDFファイルとしたものを、都道府県を経由し、厚生

労働省に送付すること。 

 

８ 提出期限 

令和８年５月13日（水）18時まで 

※ 当日の消印有効とする。 

 

９ 事業採否の決定方法について 

（１） 事前審査について 

ア 事前審査において、次のいずれかに該当する場合は、評価委員会の意

見を聴いた上で、不採択とする。 

（ア） 事業内容が本事業の趣旨と明らかに合致していない場合 

（イ） 委託料の占める割合が事業の主たる目的である事務・事業の50％ 

以上である場合 

（ウ） 「事業に携わる者」と「経理に携わる者」が兼務している場合 

（エ）  財務諸表等の会計書類から法人の経営状況等に深刻な問題があ

ると判断される場合 

（オ） 「６」に定める応募書類が全て提出されていない場合(定められ

mailto:shikahoken@mhlw.go.jp


 

た様式で応募していない場合も含む) 

イ 次のいずれかに該当する場合は、応募書類を受け付けず書類を返却す 

る。 

（ア） 法人格のない団体が応募している場合 

（イ） 複数の法人が連名で応募している場合 

（ウ） 「８」の期限を過ぎて応募書類が提出された場合 

 

（２） 法人の経営状況等の審査について 

（１）ア（エ）を判断するため、財務諸表等の審査を行う。審査の結

果、法人の経営状況等に問題がある等の指摘があった場合には、事務局に

おいて資料の追加提出を求める等により確認を行う。 

 

（３） 評価委員会による審査について 

応募のあった事業のうち事前審査において問題がないものについては、

①事業実施計画書、②事業の実施体制、③所要額内訳書及び④事業実施ス 

ケジュール表のそれぞれについて、評価委員会において総合的な評価を行

い、その評価結果に基づき、予算の範囲内で15主体程度を採択する。 

 

【評価委員会での審査の主なポイント】 

１ 事業目的は、本事業の背景・目的に沿っているものか。 

２ 事業実施計画書は、手法が具体的・効果的で実現可能なものか。 

３ 事業実施上、効率的な体制が構築されており、スケジュールに無理が

ないか。 

４ 所要額内訳書は、事業の内容・手法に即した合理的・具体的な積算と

なっているか。 

５ 過大な経費が計上されていないか。 等 

 

10 応募に当たっての留意事項 

（１） 応募主体について 

複数の法人が共同して事業を行う場合については、いずれかを代表法人と

して選定し、当該法人が応募を行うこと（連名による応募は認めない。）。 

また、「２ 応募可能な事業の実施主体（応募主体）」で都道府県等

以外が事業を行う場合については、実施主体が所在する都道府県等と連携

し取り組むこと。 

 

（２） 事業の実施体制について 

ア 「事業の実施体制」は、評価委員会での審査対象となることから、事



 

業を実施するために効率的な実施体制となるよう考慮すること。 

イ 「実際に事業に携わる者」及び「経理に携わる者」を全て記入するこ

と。 

※ 補助金から「人件費」、「報償費」及び「旅費」の支払いを受け

る者は漏れなく記入すること。 

ウ 「経理に携わる者」は、経理責任者と経理担当者の合計２名までとす

る。 

 

（３） 事業終了後に提出する報告書 （以下「成果物」という。） について 

ア 成果物については、以下の構成により作成すること。 

（ア） 事業要旨(調査の概要をまとめたもの) 

（イ） 事業目的 

（ウ） 事業の実施内容（成果に至るプロセスを記入） 

（エ） 事業の結果 

（オ） 分析・考察 

（カ） 検討委員会等の実施状況 

 

イ 成果物については、取りまとめた事業の成果だけでなく、分析・考察 

を導くための検討の経過等、詳細な記入を行うよう心掛けること。 

ウ  成果物の表紙には、「厚生労働省歯科医療提供体制構築支援事業」

で実施した事業であることを明記すること。 

エ 成果物は紙媒体（原則日本産業規格Ａ列４番（以下、「Ａ４」とい

う。））で８部（正１部、副７部）作成し、厚生労働省に提出するこ

と。 

オ 成果物は、厚生労働省ホームページ等で公開する可能性があるため、

紙媒体の他、電子媒体（Microsoft Word 2016、同Excel 2016、同

PowerPoint 2016以降で読み込み可能な形式及びPDF形式で、原則Ａ４

で印刷されることを想定したフォントで作成するものとすること。)を

CD-R 又はDVD-R等に保存して提出すること。 

カ 成果物とは別に、事業内容や成果等をスライド１～２枚でまとめた電

子媒体（Microsoft Power Point 2016以降で読み込み可能な形式及び

PDF形式で、原則Ａ４で印刷されることを想定したフォントで作成する

ものとすること。）をCD-R又はDVD-R等に保存して提出すること。提出

されたものは、厚生労働省ホームページ等で公開する可能性がある。 

 

（４） 成果物の事後評価について 

事業終了後提出のあった事業実績報告書をもって事後評価を行い、



 

著しく低い評価であった法人については事業実施年度の翌年度以降に

おける選定にあたっての考慮要素となるので、留意すること。 

 

  



 

別紙１ 

                        令和  年  月  日 

 

厚生労働省医政局長 殿 

 

 

法 人 種 別  

法人等名称  

（代表者） 

職  名 

 

 

氏  名  

 
 

令和８年度歯科医療提供体制構築支援事業への応募について 
 
 
標記について、関係書類を添えて応募します。 

 
（１） 補助を希望する事業の実施に係る次の書類 

○ 令和８年度歯科医療提供体制構築支援事業国庫補助協議額調書（別紙２） 
○ 事業実施計画書（別紙３） 
○ 事業の実施体制（別紙４） 
○ 所要額内訳書（別紙５） 
○ 委託料の見積書（写）（委託料を計上している場合） 
○ 事業実施スケジュール表（年間） 
○ 人件費、報償費及び旅費の支給基準（写）※法人の内規・決裁の写し 
○ 保険料納付に係る申立書（別紙６） 
○ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する次の認定の有無※認定を受けてい

る場合はその通知書（写） 
① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定（える

ぼし認定企業） 

② 次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん認定企業・プラチナ
くるみん認定企業） 

③ 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定（ユースエール認定
企業） 

（２） 法人の概要、活動状況に係る次の書類（都道府県等は提出不要） 

○ 定款又は寄付行為 
○ 役員名簿（別紙７） 
○ 法人の概況書（別紙８） 
○ 理事会等で承認を得た直近の事業実績報告書 



 

（３） 法人の経理状況に係る次の書類（都道府県等は提出不要） 

○ 理事会等で承認を得た直近の収入支出予算書抄本 
○ 理事会等で承認を得た直近の財務諸表（貸借対照表、収支計算書、財産
目録）、監事等による監査結果報告書（写） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜事務担当者連絡先＞ 

〒   

住 所   

職名・氏名   

電話番号   

E - m a i l   



 

別紙２ 

 

 

令和８年度歯科医療提供体制構築支援事業国庫補助協議額調書 

                     

応募団体名  

 

 

  

事業実施目的・事業内容 
国庫補助協議（応募）額 

（単位：千円） 

  



 

別紙３ 
 

事業実施計画書 
 

応 募 団 体 名 

 

 

１ 事 業 名  

２ 国庫補助所要額  千円 

３ 事業実施予定期間 内示日から令和   年  月  日 

 
４ 事業計画 
 
（１）事業の目的 
 
 
 
 
 
（２）事業内容及び手法 
 
 
 
 
 
（３）倫理面への配慮 
 
 
 
 
 
（４）狙いとする事業の成果 
 
 
 
 
 
 
 

（作成上の留意事項） 

 ○本資料は概ね３ページ程度で作成すること。 

○「４ 事業計画」の（１）～（４）の記載は、概念図等を除き、「別紙参照」による提出

は認めないので注意すること。  



 

別紙３ 

 

事業実施計画書（記入例） 

※このページは提出時に削除してください 
 

応 募 団 体 名 

○○○○ 

 

１ 事 業 名 ○○○○・・・  

２ 国庫補助所要額 ○，○○○ 千円 ※千円未満切り捨て 

３ 事業実施予定期間 内示日から令和 ○ 年 3 月 31 日 

 
４ 事業計画 
 
（１）事業の目的 

 
○○○○・・・   

 
 
 
（２）事業内容及び手法 
   

○○○○・・・   
 
※  本事業が、都道府県等が歯科医療提供体制構築のために、現在及び
将来の課題を踏まえ検討された推進方策や推進に資する事業である
か、具体的に記載すること。 
 

※ 本事業を効果的に実施するために、地域の歯科医療関係者や都道府県
等行政関係者と連携し、地域に展開・活用できるような体制となっている
か、具体的に記載すること。 

 
※  事業実施のための会議等を開催する場合は開催場所と構成員名簿を
記載すること。応募時に未定の場合は、開催予定場所、規模（人
数）、開催回数を記載すること。 

 
 
 
（３）倫理面への配慮 
 

○○○○・・・ 
 



 

 
（４）狙いとする事業の成果 
 

○○○○・・・ 
 
 

（作成上の留意事項） 

 ○本資料は概ね３ページ程度で作成すること。 

○「４ 事業計画」の（１）～（４）の記載は、概念図等を除き、「別紙参照」による提出

は認めないので注意すること。 

 

  



 

別紙４ 

事 業 の 実 施 体 制 
 
応募団体名  

 
                   ②事業担当者（当省との連絡担当者） 

 

 

                        

                    担当する事業の内容 

                    ・ 

                    ・ 

 

①事業の全体のとりまとめ      ③事業担当者 

 

 

 

                    担当する事業の内容 

                    ・ 

                    ・ 

                  

④事業担当者 

 

 

                        

                     担当する事業の内容 

                    ・ 

                    ・ 

                

                   ⑤事業にかかる経理担当者 

 

 

 

               担当する業務の内容    

                    ・ 

                    ・ 

 

 

役職名  

氏 名  

役職名  

氏 名  

 

役職名  

氏 名  

役職名  

氏 名  

役職名  

氏 名  



 

（作成上の留意事項） 

（１） １枚で不足する場合には、同様の様式により作成のうえ添付して下さい。 

（２） 役職名となっているところは例示であり、貴団体における役職に置き直して記入して下さい。 

（３） 「担当する事業の内容」は、「別紙３」の「事業実施計画書」における「４（２）事業内容及

び手法」欄で記入していただく内容のうち、それぞれが担当する内容を記入して下さい。 

（４） 「事業に携わる者」と「経理に携わる者」は兼ねることができません。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

別紙５ 

所要額内訳書 

 

 

 

１ 国庫補助所要額 

総支出予定額 

（A） 

寄付金その他の

収入等 

（B） 

差引所要額 

（C=A-B） 

国庫補助所要額 

（D) 

(単位：千円) 

円 円   円 千円 

 

２ 総支出予定額の内訳 

経費区分 支出予定額 

人件費 円 

諸謝金 円 

旅 費 円 

備品費 円 

消耗品費 円 

印刷製本費 円 

借料及び損料  円 

会議費 円 

通信運搬費 円 

雑役務費 円 

委託費 円 

合 計（A） 円 

 

３ 寄付金その他の収入等の内訳 

区分 収入等予定額 積算根拠 

法人の自己資金 円  

寄付金 円  

その他 円  

合 計（B） 円  
（注）１ （ア） 本公募要領「４ 補助基準額等」に定める基準額と総支出予定額とを比較

して少ない方の額を選定する。 
（イ） （ア）により選定された額と総支出予定額から寄付金その他の収入等を控

除した額（C）とを比較して少ない方の額を国庫補助所要額（D）とする。 
なお、（C）の額が少ない場合、千円未満切り捨てた金額を（D）に記入す

ること。 
   ２ 寄付金は、使途を本事業に限って受けている場合にのみ記入すること。  

応 募 団 体 名 

 



 

４ 人件費の内訳 

 

支出項目 支出予定額 内      訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計         円  

（注）寄付金その他の収入等を充当する経費（補助金を充当しない経費）には、 

下線を引くこと。 

  



 

５ 諸謝金 

 

支出項目 支出予定額 内      訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計         円  

（注）寄付金その他の収入等を充当する経費（補助金を充当しない経費）には、 

下線を引くこと。 

  



 

６ 旅費の内訳 

 

支出項目 支出予定額 内      訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計         円  

（注）寄付金その他の収入等を充当する経費（補助金を充当しない経費）には、 

下線を引くこと。 

  



 

７ 備品費の内訳 

 

支出項目 支出予定額 内      訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計         円  

（注）寄付金その他の収入等を充当する経費（補助金を充当しない経費）には、 

下線を引くこと。 

  



 

８ 消耗品費の内訳 

 

支出項目 支出予定額 内      訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計         円  

（注）寄付金その他の収入等を充当する経費（補助金を充当しない経費）には、 

下線を引くこと。 

  



 

９ 印刷製本費の内訳 

 

支出項目 支出予定額 内      訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計         円  

（注）寄付金その他の収入等を充当する経費（補助金を充当しない経費）には、 

下線を引くこと。 

  



 

10 借料及び損料の内訳 

 

支出項目 支出予定額 内      訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計         円  

（注）寄付金その他の収入等を充当する経費（補助金を充当しない経費）には、 

下線を引くこと。 

  



 

11 会議費の内訳 

 

支出項目 支出予定額 内      訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計         円  

（注）寄付金その他の収入等を充当する経費（補助金を充当しない経費）には、 

下線を引くこと。 

  



 

12 通信運搬費の内訳 

 

支出項目 支出予定額 内      訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計         円  

（注）寄付金その他の収入等を充当する経費（補助金を充当しない経費）には、 

下線を引くこと。 

  



 

13 雑役務費の内訳 

 

支出項目 支出予定額 内      訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計         円  

（注）寄付金その他の収入等を充当する経費（補助金を充当しない経費）には、 

下線を引くこと。 

  



 

14 委託費について 

 

業務委託内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）委託費を計上する場合は、見積書（写）を提出すること。 

  



 

別紙６ 

 

保険料納付に係る申立書 

 

 

  当団体は、直近２年間に支払うべき社会保険料（厚生年金保険、健康保険

（全国健康保険協会管掌のもの）、船員保険及び国民年金の保険料をいう。）

及び直近２保険年度に支払うべき労働保険料（労働者災害補償保険及び雇用

保険の保険料をいう。）について、一切滞納がないことを申し立てます。 

  なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否か

を問わず当団体に対する一切の処分を受けることに異議はありません。 

  また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求

められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 

 

 

                                                    年  月  日 

 

 

                           住所又は所在地 

                                                  

                           商号又名称 

                                                  

                           代表者名  

                                                 

 

 

 

     厚生労働省医政局長  殿 

 

  



 

別紙７ 

役  員  名  簿 

法人名  

（１） 理事等 

役職名 
(理事長、会長、代表、

理事、取締役等の別) 
氏 名 職  業 正規・非正規の別 役員報酬の有無 

    有 ・ 無 

    有 ・ 無 

    有 ・ 無 

    有 ・ 無 

    有 ・ 無 

    有 ・ 無 

 

（２） 監事等 

役職名 
(監事、監査役等の

別) 
氏 名 職  業 正規・非正規の別 役員報酬の有無 

    有 ・ 無 

    有 ・ 無 

    有 ・ 無 

 

（作成上の留意事項） 

○ 「役員報酬の有・無」は、いずれかに○を付すこと。 

○ 既存の役員名簿により、この表の記載事項を全て網羅している場合、当該名簿に替え 

て提出して差し支えない。 

  



 

別紙８ 

法 人 の 概 況 書 

 

法 人 名  代表者名  

住 所 
〒 

 

代表電話

番号 
 

法人設立年月日 （元号） 年 月 日 職員数 
        人 

（うち正規職員  人） 

会 員 数           人 会員資格  

ホームページ 

URL 
 

事 業 内 容 

 

直近過去５年間 

の実績等 

（活動内容） 

 

（作成上の留意事項） 
（１）「法人名」「代表者名」 

   ・貴法人の名称及び代表者名を記入すること。 

（２）「住所」「代表電話番号」 

   ・貴法人の住所、代表電話番号を記入すること。 

（３）「法人設立年月日」 

   ・法人を設立する前に、前身団体として任意団体としての活動実績がある法人は、法人設立年月日

とあわせて、任意団体の設立年月日を〔 〕に記入すること。「（元号）」は適切な元号に上書き



 

修正すること。 

（４）「職員数」及び「会員数」 

   ・貴法人の「職員」及び「会員」の人数を記入すること。なお、組織上、会員がない場合には、

「なし」と記入すること。 

（５）「会員資格」 

   ・会員資格は、定款、寄附行為又は規則等に定める内容を記入すること。 

なお、会員がない場合には、「なし」と記入すること。 

（６）「事業内容」 

   ・定款、寄附行為又は規則等に定める事業内容を記入すること。 

（７）「直近過去５年間の実績等（活動内容）」 

   ・直近過去５年間の活動内容や実績が具体的にわかるように記入すること。 

    なお、今回応募する事業と関連のある実績等(活動内容)については、必ずその旨付記すること。 

（８）本資料は概ね３ページ程度で作成すること。 

   ・既存の法人広報パンフレットの提出は不要。 

 


